
令和５年度青少年育成センター活動状況
（令和6年１月31日現在）

◎巡視補導活動
☆専任巡視補導
・専任巡視補導は、市街地の小・中・高等学校の専任補導員の先生1０名と

６月～３月の期間、月に約３回、湖南地区・湖北地区を巡視しています。

・１月31日現在まで、15回、延べ24名の先生で巡視しましたが、特に問題行

動はなく、補導した児童生徒はいませんでした。

☆特別巡視補導
・例年、桜・牡蠣まつりや夏祭り等のイベントにおいて、厚岸警察署少年補導員の協力により『特別

巡視補導』を実施しています。今年度は計４回、延べ20名の少年補導員で巡視しましたが、特に問

題行動はありませんでした。

☆単独巡視補導
・青少年育成センターの所員が単独で町内の岸壁や各公園などを週１回程度巡視しています。

１月31日現在まで、パトロール中の問題行動等は見受けられませんでした。

◎環境浄化活動
☆青少年がインターネットを利用する機会・時間が増え、ＳＮＳやチャットを

きっかけにネットトラブルや犯罪に巻き込まれる件数が全国的に増えています。

マナーを守り、個人情報を書き込まないようにして、安全に利用しましょう。

＜裏面もご覧ください＞

◎教育相談活動
☆青少年育成センターでは、青少年の健全育成における家庭での色々な悩みなどについて、面接相談・

電話相談に応じています。なお、1月31日現在では相談実績はありませんでした。

令和５年（１月～12月）

厚岸警察署管内で発生した少年非行補導状況

厚岸警察署管内(厚岸町･浜中町) 増 減
R５年 R４年 Ｒ３年 （R５年）－（R４年）

総 数 ８ ７ ８ １

深夜徘徊 ４ ３ ４ １
喫 煙 ３ １ ４ ２
飲 酒 ０ ０ ０ ０
不良交友 ０ ０ ０ ０
そ の 他 １ ３ ０ －２

育成センターだより
厚岸町教育委員会 青少年育成センター（電話 ６７－７７００） 令和６年３月 ＮＯ．８９

厚岸町には『スクールカウンセラー』の先生が在籍しています。各学校を巡回して

いますので、悩んだときはスクールカウンセラーに相談することも可能です。



春休みの生活
町内の小中学校は、３月２３日から春休みです。

この時期は入学・進級などへの大事な準備期間でもあります。

規則正しい生活と有意義な春休みを過ごしましょう。

１ 生 活
◎ 早寝、早起き、朝ごはんを実践して、規則正しい生活をしよう。

◎ あいさつの習慣を身に付けよう。

◎ 「いつ、どこへ、誰と、何時に帰る」を保護者にしっかり告げよう。

◎ 小学生は午後５時まで、中学生は午後６時まで、高校生は午後９時までに帰宅すること。

◎ 夜間の外出は、保護者同伴。

２ 安 全
◎ 交通ルール（横断歩道を渡る等）をしっかり守ろう。

◎ 道路への飛び出し、車の直前･直後の横断は、絶対しない！

◎ 車道・岸壁・川・線路・雪山など、危険な場所では絶対遊ばない！

◎ 魚釣りはライフジャケットを着用！

◎ ゲームコーナーや飲食店は保護者同伴で！

（町外の飲食店、ゲームコーナー、ゲームセンター、カラオケボックスも保護者同伴）

◎ 知らない人には絶対ついて行かない！知らない人の車には絶対乗らない！

（危険を感じたら大声で助けを呼ぶ！近くのお店や大人の人に助けを求める！）

◎ 喫煙・飲酒・薬物乱用は、絶対しない！

①適切にインター
ネットを利用する

SNSを利用して子どもたちを言

葉巧みに誘い出し、事件やトラ

ブルに巻き込まれる深刻な事案

が発生しています。インターネ

ットに関する知識、情報モラル

やコミュニケーション能力を親

子で身につけ、正しく利用しま

しょう。

※総務省ホームページに「イン

ターネットトラブル事例集」が

公開されています。

②ご家庭のルールを
作る

年齢にかかわらず、長時間利用

によるネットの依存症が増加し

ています。

適切な生活習慣を身につけられ

るように、ご家庭のルールを作

りましょう。

ルールはお子さんと話し合って

お互いに納得して決めましょ

う。

また、年齢に応じてルールを見

直しましょう。

③フィルタリング
などを設定する

「フィルタリング」は不用意

に違法・有害サイトにアクセ

スできないよう制限する機能

です。子どもたちが事件・事

故に巻き込まれないよう、ス

マートフォン等には必ず「フ

ィルタリング」を設定してく

ださい。

※スマートフォンを購入する

ときに店頭でフィルタリング

の設定をすることができます。

児童生徒の保護者のみなさまへ
進学・進級に併せて、スマートフォン等のインターネット接続機器を購入し、利用され

るご家庭も多いかと思います。安全・安心に利用するために、次の点にご注意ください。


